
公 表 第 ７ 号

   地方自治法第１９９条第１２項の規定により、久留米市長、久留米市教育委員会委員長 及

び 久留米市企業管理者から当該監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、次

のとおり公表します。

     平成２７年３月３１日

                 久留米市監査委員  田 中 俊 博

                 久留米市監査委員  塙 秀 二

                 久留米市監査委員  秋 吉 政 敏

                 久留米市監査委員  塚 本 篤 行



監査実施年度： 平成２６年度

部局名： 商工観光労働部

分
類

１ 分
類

２
分類３ 　　　指摘事項等 措置状況

指
摘
事
項

財
務
監
査

時間外勤
務命令事
務

時間外勤務に係る連絡票の記入誤りによ
り、時間外勤務手当の一部が支払われて
いない。

　時間外勤務手当の未払いについては、指摘
後速やかに追給を行っております。合わせ
て、支給事務について、チェック体制を強化
の上、適正な事務に努めております。

指
摘
事
項

財
務
監
査

臨時職員
等賃金支
給事務

　早退時間数を誤って算定したことによ
り、臨時職員の賃金の一部に過払いが発
生している。

　誤って支給した賃金については、指摘後速
やかに戻入を行っております。合わせて、支
給事務について、チェック体制を強化の上、
適正な事務に努めております。

意
見

財
務
監
査

補助金等
交付事務

　商工業に対する種々の補助制度にあっ
ては、大方の補助金が臨機的なものであ
り、恒常的な対象者が想定されるもので
はないため、あらかじめ実施期限を設定
しておくことや、私企業の活動に対して
行う公的支援であるという性格に鑑み
て、対象事業が、本市地域の商工業の振
興にどのような
利益をもたらすのか、何によって補助効
果を測るのかについて、補助制度の適正
な範囲や成果の捉え方などに関する考え
方を整理して、事業に取り組まれたい。

　商工業に対する支援策は、経済状況や中小
企業等のニーズ、国・県の施策等に対応し
て、随時見直しを行いながら実施しておりま
す。
　今後も、状況変化や事業効果等を的確に踏
まえ、より効果的・効率的に事業を実施して
まいりたいと考えております。

　　定期監査の結果に基づく指摘事項等の措置状況



監査実施年度： 平成２６年度

部局名： 田主丸総合支所

分
類

１ 分
類

２
分類３ 　　　指摘事項等 措置状況

指
摘
事
項

事
務
監
査

施設管理
事務

久留米市田主丸保健センターの管理に係
る業務委託契約において、委託先の団体
に、地方自治法に定める権限の範囲を越
えて、施設の使用許可等の処分性のある
行為をさせているものがある。

すみやかに当該業務委託契約の業務仕様書を
見直し、施設の使用許可等に係る業務を削除
する変更契約を締結しました。

指
摘
事
項

事
務
監
査

財産管理
事務

土地の寄附採納申出書の提出を受ける前
に、特段の手続を経ないまま、別の事業
のための予算を利用して当該土地に係る
測量を実施し、費用の支出が行われてい
るものがある。

寄附採納申出書の提出を受けたことを確認し
た後、測量を実施するよう徹底しました。
　また、予算の執行に関して、該当事業の予
算残高に不足を生じる場合、所要の手続きを
行ってから支出事務を実施するよう徹底しま
した。

指
摘
事
項

財
務
監
査

補助金等
交付事務

補助金の交付決定において、専決権者に
よる決裁が未了のままの起案文書に公印
使用承認印が押され、公印を使用して、
交付決定通知が出されているものがあ
る。

すみやかに専決権者の決裁を受けました。

意
見

事
務
監
査

業務委託や施設使用許可の事務手続など
において、法令や例規等に則していない
不適正な事務処理が見られる。
原因として、職員の知識及び理解の不足
や事務処理優先の実態があるように感じ
られ、遵法性や適正性が堅持されていな
いように思われる。
特に、公有地の管理に関する業務におい
ては、土地の占有と里道の管理に係る問
題の解消を企図するために、里道と私有
地との寄附・譲与（交換）に際して、通
常の場合に執られる手順とは異なる方法
が選択され、事務処理が行われている。
その理由と経緯については、広域合併以
前からの懸案事例であったという事情に
もよるためか、不明確な部分が見られる
ので、担当事業部局及び関連部局におい
ては、当該事業の経緯をより具体的に検
証することにより、経費負担及び事務処
理手続等の適正さについて厳正に検証す
るとともに、適切な措置及び再発を防ぐ
ために必要な施策が講じられるよう対処
されたい。
加えて、各役職者及び職員は、改めて、
組織における自らの役割、責任と権限を
自覚し、合規性を大前提として、経済
性・効率性・有効性の確保を図り、合理
性のある事務の執行を徹底されたい。

公有地の管理業務に関しては、通常とは異な
る事務処理に至った事情や経緯を担当事業部
局及び関連部局において明確に整理し、経費
負担や事務処理の適正性について検証しまし
た。
また、起案文書等の決裁等の段階でのチェッ
ク体制を強化し、各担当課及び地域振興課で
十分な確認を行うよう徹底しました。
　併せて、所管の事務手続きにおいて、根拠
法令及び例規を遵守した業務遂行を徹底する
ため、役職者及び実務担当職員が責任と権限
を自覚し、意識啓発や能力アップに取り組み
ました。

　　定期監査の結果に基づく指摘事項等の措置状況



監査実施年度： 平成２６年度

部局名： 教育部

分
類

１ 分
類

２
分類３ 　　　指摘事項等 措置状況

指
摘
事
項

事
務
監
査

臨時職員
賃金支給
事務

　臨時職員の年次有給休暇の付与及び欠
勤の取扱いを誤ったことにより、賃金の
過不足が発生しているものがある。

年休付与と欠勤を適正に処理し、賃金の再計
算及び追給・戻入処理を行い、賃金の過不足
額を調整しました。

指
摘
事
項

事
務
監
査

休暇等管
理事務

 １ 週休日に行った４時間の勤務に対
し、振替等ができる期間を越えて、勤務
時間の割振り変更をしているものがあ
る。
 ２ 非常勤職員の年次有給休暇におい
て、所属長の認印がないまま取得したも
のや繰越日数の算定を誤ったものがあ
る。

1 ご指摘の内容については、振替可能な期間
を超えているため時間外対応とし、振替日に
ついては年休処理といたしました。

２所属長の印漏れや繰越日数の算定誤りは修
正いたしました。

指
摘
事
項

財
務
監
査

時間外勤
務等命令
事務

　時間外勤務手当の割増率及び集計を誤
り、支払額に過不足が生じているものが
ある。また、時間外勤務の命令簿に、所
属長命令印が押印されないまま、事務処
理をしているものがある。

時間外勤務手当ての割増等の誤りを修正し、
追給・戻入処理を行いました。所属長の印漏
れについても修正いたしました。

指
摘
事
項

財
務
監
査

補助金交
付事務

　学校訪問看護支援事業に係る補助金に
おいて、要綱の規定とは異なる基準で補
助金額を確定している。

速やかに要綱を改正いたしました。

指
摘
事
項

財
務
監
査

財産管理
事務

　久留米市立学校施設の使用料の算定方
法を誤り、少なく徴収しているものがあ
る。

使用料決定の取消及び再決定を行うととも
に、再算定した使用料の徴収を行いました。

意
見

事
務
監
査

 初歩的な事務処理の誤りが続けて発生し
ているので、常に、事務事業の趣旨・目
的を明確に理解し、事務処理の根拠とな
る法令や例規等に則って、適正に事務処
理を行うよう、改めて、実効性のある方
策の構築と実践を徹底されたい。

初歩的な文書事務の誤りが教育部内で少なか
らず見られたことは大変反省するところで
す。業務担当者の認識はもちろんのこと、管
理・監督者の点検についても、再度、徹底し
ます。初歩的な文書事務の誤りが今後発生し
ないように、部内での文書事務研修を行いま
した。

　　定期監査の結果に基づく指摘事項等の措置状況


